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役員報酬のｶｯﾄは利益操作？

Q:当社は、不況による業績不振が続いて

いるため、役員報酬を今後1年間20％カツ

ﾄすることにしました。これは、利益操作と

して税務上何か問題が生じますか。

J:問題は生じません。

【解説】

法人税では、役員の給与について定期の給

与を報酬、臨時的な給与（退職給与を除きま

す）を賞与と規定し、役員賞与は損金に算入

しないこととしています。

この場合、定期の給与とは、あらかじめ定

められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、

毎月のように月以下の単位として規則的に反

復又は継続して支給される給与をいいます。

ご質問のように、業績不振によって役員報

酬を減額することは、一般によく行われてい

ることですし、今後1年間20％カットする

という減額後の支給基準もあり、減額後の報

酬は継続して支給されるわけですから、税務

上問題はありません。

また、社長は30％、専務は20％といつ

たようにカット率を変えても、地位による責

任度合の反映ですから問題ありません。

ただ、月によって資金繰りの関係などでま

ったく支払わない月があったり、カットの率

を変えたりすると、定期の給与とはいえなく

なりますので注意してください。
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